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須
磨
明
石
へ
の
流
離
の
後
、
都
に
帰
還
し
た
光
源
氏
は
、
権
大
納
言
と
し

て
政
界
に
復
帰
し
、
自
身
が
後
見
す
る
冷
泉
帝
の
即
位
に
よ
り
内
大
臣
へ
と

昇
進
す
る
。「
世
の
中
の
事
、
た
だ
な
か
ば
を
分
け
て
、
太
政
大
臣
、
こ
の
大

臣
の
御
ま
ま
な
り
」（
澪
標
・
②
三
〇
一
頁
（
（
（

）
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
同

じ
く
政
界
復
帰
を
遂
げ
た
太
政
大
臣
と
と
も
に
、
今
や
廟
堂
中
枢
の
両
翼
を

担
う
ほ
ど
、
見
事
な
復
活
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
光
帰
京
後
の
政
治
的

動
静
を
語
る
文
脈
の
間
隙
に
差
し
挟
ま
れ
る
形
で
、
二
条
東
院
造
営
の
こ
と

が
語
り
出
さ
れ
る
。

二
条
院
の
東
な
る
宮
、
院
の
御
処
分
な
り
し
を
、
二
な
く
改
め
造
ら
せ

た
ま
ふ
。�

（
澪
標
・
②
二
八
四

－

二
八
五
頁
）

　
「
院
の
御
処
分
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
賢
木
巻
の
桐
壺
院
崩
御
以

降
、
遅
く
と
も
須
磨
流
離
以
前
に
は
既
に
光
源
氏
の
伝
領
す
る
邸
第
と
な
っ

て
い
た
と
思
し
い
二
条
東
院
は
、
こ
こ
で
改
築
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
と
と
も

に
初
め
て
そ
の
存
在
が
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

二
条
東
院
に
関
し
て
は
既
に
先
学
諸
氏
に
よ
り
数
多
の
論
考
が
積
み
重
ね

ら
れ
て
き
た
。
そ
の
主
な
論
点
は
、
少
女
巻
で
新
造
落
成
す
る
六
条
院
へ
の

構
想
の
変
更
に
関
し
て
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う（（
（

。
当
初
二
条
東
院
入
り
を
予

定
さ
れ
て
い
た
明
石
の
君
が
入
居
を
峻
拒
し
続
け
六
条
院
に
入
る
こ
と
、
花

散
里
が
二
条
東
院
入
居
か
ら
わ
ず
か
四
年
後
に
は
六
条
院
に
移
る
こ
と
、
ま

た
そ
も
そ
も
邸
宅
規
模
の
相
違
の
割
に
両
者
の
工
期
が
不
自
然
で
あ
る
こ
と

な
ど
は
、
確
か
に
構
想
の
変
更
を
う
か
が
わ
せ
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
。
た

だ
し
、
構
想
上
問
題
視
さ
れ
た
明
石
の
君
や
花
散
里
の
入
居
問
題
を
一
旦
脇

に
置
く
な
ら
ば
、
子
息
夕
霧
の
学
問
の
場
と
な
り
、
源
氏
と
往
昔
一
夜
の
逢

瀬
を
か
わ
し
た
と
は
い
え
、
本
来
表
向
き
は
関
係
性
の
乏
し
い
後
家
空
蝉
尼

君
の
仏
道
の
場
と
も
な
る
な
ど
、
六
条
院
と
異
な
る
二
条
東
院
の
独
自
性
も

ま
た
否
定
し
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
一
見
奇
異
と
も
思
え
る
二
条

東
院
の
邸
宅
と
し
て
の
在
り
方
は
、
物
語
の
中
心
的
舞
台
と
し
て
の
役
割
を

六
条
院
に
委
譲
し
た
後
、
構
想
上
放
擲
さ
れ
た
邸
の
そ
れ
と
し
て
看
過
し
て

し
ま
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
な
ぜ
光
源
氏
が
帝

都
復
帰
後
ま
も
な
い
こ
の
時
期
に
新
た
な
邸
宅
の
改
築
造
営
を
企
図
す
る
の

か
は
、
史
上
邸
宅
の
造
営
が
権
力
示
威
の
視
覚
的
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏

ま
え
て
も
、
な
お
追
尋
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
よ
う
。
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二
条
東
院
の
内
実
を
問
う
た
め
に
も
、
改
め
て
従
来
と
は
異
な
る
観
点
か

ら
二
条
東
院
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
な
お
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

一
　
澪
標
巻
の
光
源
氏

　

如
上
の
問
題
を
考
え
る
に
先
だ
っ
て
、
ま
ず
澪
標
巻
で
の
台
閣
の
構
成
を

確
認
し
、
光
源
氏
の
政
治
的
な
位
置
を
把
捉
し
て
お
き
た
い
。

　

太
政
大
臣
位
か
ら
見
て
い
く
と
、
明
石
巻
で
朱
雀
帝
の
外
祖
父
右
大
臣
が
、

薨
去
す
る
際
に
初
め
て
太
政
大
臣
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
そ

の
後
、
澪
標
巻
で
の
光
の
任
内
大
臣
の
く
だ
り
で
致
仕
大
臣
が
太
政
大
臣
と

な
っ
て
い
る
の
で
、「
則
闕
の
官
（
（
（

」
と
さ
れ
る
太
政
大
臣
位
は
そ
の
間
空
位
で

あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

　

次
に
、
便
宜
上
右
大
臣
位
か
ら
確
認
す
る
と
、
明
石
巻
で
光
へ
の
赦
免
の

宣
旨
が
下
る
前
段
に
、
朱
雀
帝
の
皇
子
を
紹
介
し
て
「
当
帝
の
御
子
は
、
右

大
臣
の
む
す
め
、
承
香
殿
女
御
の
御
腹
に
男
御
子
生
ま
れ
た
ま
へ
る
」（
明

石
・
②
二
六
一
頁
）
と
あ
る
か
ら
、
冷
泉
朝
東
宮
の
外
祖
父
で
、
承
香
殿
女

御
と
後
の
鬚
黒
大
将
の
父
で
あ
る
人
物
が
右
大
臣
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

左
大
臣
位
は
、
賢
木
巻
の
み
で
点
描
さ
れ
る
「
大
宮
の
御
兄
弟
の
藤
大
納

言
」（
賢
木
・
②
一
二
五
頁
）、
つ
ま
り
右
大
臣
の
子
息
で
弘
徽
殿
大
后
の
兄

弟
で
あ
っ
た
藤
大
納
言
が
就
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
右
大
臣
方
の

専
横
下
、
政
治
的
不
遇
を
か
こ
つ
左
大
臣
が
致
仕
し
た
（
賢
木
・
②
一
三
八

頁
）
の
ち
、
そ
の
後
を
襲
い
就
位
し
た
と
思
し
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
父
右

大
臣
が
太
政
大
臣
に
転
じ
た
時
点
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
藤
大
納
言

の
任
左
大
臣
の
時
期
も
当
然
判
然
と
は
し
な
い
が
、
と
も
か
く
も
父
右
大
臣

の
任
太
政
大
臣
に
伴
い
左
大
臣
と
な
り
、
澪
標
巻
に
お
い
て
引
き
続
き
そ
の

地
位
を
つ
と
め
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　

さ
す
れ
ば
、
光
源
氏
の
権
大
納
言
復
位
時
点
、
お
よ
び
任
内
大
臣
時
点
で

の
上
席
の
太
政
官
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
る（（
（

。

太
政
大
臣

左
大
臣

右
大
臣

権
大
納
言

明
石
巻

空
位

元
藤
大
納
言

承
香
殿
女
御
父

光
源
氏

太
政
大
臣

左
大
臣

右
大
臣

内
大
臣

澪
標
巻

元
致
仕
大
臣

元
藤
大
納
言

承
香
殿
女
御
父

光
源
氏

　

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
は
、
元
致
仕
大
臣
、
元
藤
大
納
言
は
言
う
に
及

ば
ず
藤
原
氏
で
、
承
香
殿
女
御
父
も
、
既
に
息
男
が
「
承
香
殿
の
御
兄
弟
の

藤
少
将
」（
賢
木
・
②
一
〇
六
頁
）
と
点
綴
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
藤
原
氏
で

あ
る
こ
と
が
間
接
的
に
示
さ
れ
て
い
た
。

　

以
上
か
ら
、
早
け
れ
ば
（
正
官
の
大
納
言
に
他
の
源
氏
が
い
な
け
れ
ば
）

任
権
大
納
言
時
に
お
い
て
、
遅
く
と
も
任
内
大
臣
時
に
お
い
て
、
光
は
源
氏

中
最
高
官
職
に
就
位
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
澪
標
巻
に
お
い
て

光
源
氏
は
源
氏
の
筆
頭
公
卿
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
　
源
氏
長
者

　

各
氏
の
最
高
官
位
に
あ
る
者
は
氏
長
者
で
あ
る
と
一
般
に
は
理
解
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
源
氏
に
関
し
て
は
、
さ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
源
氏
長
者
と
は
如
何
な
る
地
位
で
、
ど
の
よ
う
な
血
脈
の
者

が
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
物
語
成
立
時
ま
で
の
源
氏
長
者
の

歴
史
的
沿
革
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　

氏
長
者
と
は
、
大
化
以
前
か
ら
あ
る
氏
族
団
の
長
と
し
て
の
氏
上
に
そ
の
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淵
源
を
求
め
ら
れ
る
。
氏
上
が
、
氏
族
団
内
部
の
統
率
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、

勅
許
に
よ
る
公
認
を
経
る
こ
と
で
国
家
の
政
治
体
制
と
の
関
係
を
有
し
て
い

た
の
と
同
様
、
八
世
紀
末
か
ら
氏
長
者
と
そ
の
呼
称
が
変
じ
て
も
そ
の
機
能

に
は
変
り
が
な
く
、
む
し
ろ
氏
族
中
最
高
官
位
の
者
を
呼
ぶ
長
者
を
も
っ
て

そ
の
号
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
か
え
っ
て
国
家
と
の
接
合
点
の
役
割
は
強
化
さ

れ
た
と
言
わ
れ
る
。
氏
長
者
は
、
伴
、
高
階
、
忌
部
、
卜
部
、
越
智
、
菅
原
、

和
気
、
橘
、
王
、
藤
原
、
源
な
ど
、
各
氏
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
そ

の
代
表
的
権
能
と
し
て
は
、
氏
社
・
氏
寺
の
祭
祀
、
大
学
別
曹
の
管
理
、
氏

爵
の
推
挙
の
三
点
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る（（
（

。
つ
ま
り
、
氏
長
者
は
同
氏
族
内
に

お
い
て
宗
教
、
学
問
、
人
事
を
統
べ
る
者
と
し
て
そ
の
権
威
が
認
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

　

賜
姓
源
氏
は
、
嵯
峨
天
皇
が
朝
廷
経
済
圧
迫
へ
の
配
慮
か
ら
所
生
の
御
子

三
十
二
人
を
臣
籍
に
下
し
た
こ
と
を
嚆
矢
と
し
、
そ
の
後
平
安
時
代
に
限
っ

て
も
、
仁
明
、
文
徳
、
清
和
（
二
世
）、
陽
成
、
光
孝
、
宇
多
、
醍
醐
、
村
上

（
二
世
）、
後
三
条
（
二
世
）
の
各
天
皇
の
皇
子
（
皇
孫
）
が
源
姓
を
賜
わ
り

臣
下
に
下
っ
て
い
る（（
（

。

　

現
存
史
料
か
ら
確
認
し
う
る
最
古
の
源
氏
長
者
は
、『
西
宮
記
』
巻
十
三

（
定
源
氏
爵
事
）
に
「
王
卿
中
、
以
触
弘
仁
御
後
人
為
長
者
、
重
明
親
王
、
参

議
等
是
也
、
彼
時
有
上
臈
源
氏
公
卿
」（
二
四
〇
頁
（
（
（

）
と
あ
る
、
重
明
親
王
と

源
等
で
あ
る
。「
弘
仁
」
と
は
、
嵯
峨
天
皇
治
世
の
元
号
（
八
一
〇

－

八
二

三
）
で
あ
る
か
ら
、「
弘
仁
御
後
」
と
は
嵯
峨
天
皇
の
血
統
を
意
味
し
て
お

り
、
筆
頭
公
卿
で
あ
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
嵯
峨
天
皇
の
血
脈
に
あ
る
王

卿
（
源
氏
の
公
卿
）
で
あ
る
こ
と
が
、
源
氏
長
者
た
る
最
重
要
要
件
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
嵯
峨
源
氏
が
皇
親
賜
姓
源
氏
の
濫
觴

で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

源
等
は
、
嵯
峨
源
氏
源
弘
の
息
男
源
希
の
子
で
あ
り
、
天
暦
元
年
（
九
四

七
）
に
参
議
と
し
て
初
め
て
公
卿
に
列
し
、
以
後
天
暦
五
年
（
九
五
一
）
に

卒
去
す
る
ま
で
参
議
を
つ
と
め
た
嵯
峨
源
氏
最
後
の
公
卿
で
あ
る
。
い
ま
一

人
の
重
明
親
王
は
、
醍
醐
天
皇
の
第
四
皇
子
で
、
嵯
峨
源
氏
で
も
な
く
、
そ

も
そ
も
臣
籍
降
下
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
竹
内
理
三
氏
が
推
測
し
て

い
る
通
り（（
（

、
重
明
は
、
嵯
峨
一
世
源
氏
源
融
の
息
源
昇
の
女
が
生
母
で
あ
り
、

母
方
の
血
脈
を
遡
源
す
る
こ
と
に
よ
り
氏
長
者
た
る
正
当
性
が
例
外
的
に
認

め
ら
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
重
明
親
王
は
、
源
等
卒
去
の
天
暦
五
年
（
九
五

一
）
か
ら
天
暦
八
年
（
九
五
四
）
に
自
身
が
薨
去
す
る
ま
で
源
氏
長
者
の
任

に
あ
た
っ
た
か
と
ひ
と
ま
ず
は
推
測
で
き
る
。

　

ま
た
、「
彼
時
有
上
臈
源
氏
公
卿
」
と
い
う
い
さ
さ
か
含
み
を
持
た
せ
た
表

現
は
、
源
等
が
参
議
と
し
て
源
氏
長
者
を
つ
と
め
た
と
思
わ
れ
る
期
間
に
は
、

上
臈
に
源
清
蔭
（
陽
成
源
氏
）・
源
高
明
（
醍
醐
源
氏
）・
源
兼
明
（
醍
醐
源

氏
）・
源
庶
明
（
宇
多
源
氏
）
の
四
人
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
（『
公
卿
補
任
』）、

『
西
宮
記
』
の
著
者
源
高
明
自
身
が
源
等
の
上
臈
の
公
卿
で
あ
り
な
が
ら
源
氏

長
者
の
位
に
な
か
っ
た
こ
と
を
補
足
的
に
注
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
天
暦

四
年
（
九
五
〇
）
の
源
清
蔭
の
卒
去
以
降
高
明
は
源
氏
の
筆
頭
公
卿
で
も
あ
っ

た
）。

　

そ
の
高
明
自
身
、
醍
醐
源
氏
で
は
あ
る
が
、
嵯
峨
一
世
源
氏
源
定
の
息
源

唱
の
女
源
周
子
が
母
で
あ
り
、
嵯
峨
源
氏
を
外
戚
に
も
つ
の
で
あ
っ
て
み
れ

ば
、
源
等
卒
去
後
、
嵯
峨
源
氏
の
公
卿
が
い
な
い
中
に
あ
っ
て
、
源
氏
長
者

の
最
適
任
者
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い（（
（

。
だ
が
、
そ
う
な

る
と
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
重
明
親
王
、
源
高
明
と
も
に
嵯
峨
三
世
源
氏

を
母
と
し
て
も
つ
の
で
あ
る
な
ら
、「
王
卿
中
」（
前
掲
『
西
宮
記
』）
か
ら
選

任
さ
れ
る
原
則
に
従
え
ば
、
源
等
卒
去
の
の
ち
源
高
明
が
そ
の
後
を
襲
っ
て
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も
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
兄
重
明
親
王
（
醍
醐
第
四
皇
子
）、
弟
源
高
明
（
醍
醐

第
十
皇
子
）
と
い
う
兄
弟
の
順
が
考
慮
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
が
「
王
卿
中
」
と
い
う
原
則
を
破
っ
て
ま
で
親
王
を
任
ず
る
理
由
に
な

る
か
に
は
少
々
疑
問
が
残
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
は
ま
た
後
に
詳
し
く
述
べ

た
い
。

　

さ
て
、『
西
宮
記
』
の
記
述
と
以
上
の
検
討
か
ら
源
氏
長
者
補
任
に
関
す
る

い
く
つ
か
の
原
則
が
明
ら
か
と
な
る
。
次
に
列
記
し
て
み
る
と
、

① 

嵯
峨
源
氏

② 

王
卿
（
嵯
峨
源
氏
が
複
数
公
卿
に
あ
る
時
は
筆
頭
公
卿
）

③ �

嵯
峨
源
氏
の
公
卿
な
き
折
は
、
外
戚
が
嵯
峨
源
氏
の
公
卿
ま
た
は
親

王

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
後
代
に
①
か
ら
③
の
条
件
を
満
た
す

者
が
い
な
く
な
っ
た
折
に
は
、

④ �

嵯
峨
源
氏
と
は
直
接
的
に
血
脈
的
関
係
を
有
さ
な
い
源
氏
の
筆
頭
公

卿

が
任
じ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
右
記
の
条
件
を
も
と
に
、『
公
卿
補
任
』
に
よ
り
源
氏
長
者
に
な
っ

た
可
能
性
の
あ
る
人
物
を
、
物
語
成
立
期
ま
で
を
下
限
と
し
て
表
に
し
て
み

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

表
中
に
「
？
」
を
付
し
た
、
源
氏
長
者
不
明
の
期
間
に
関
し
て
、
先
ほ
ど

保
留
し
た
点
も
含
め
て
、
ま
ず
は
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

⑤
の
期
間
に
関
し
て
は
、
嵯
峨
源
氏
の
公
卿
と
し
て
、
源
直
、
源
湛
、
源

希
、
源
昇
の
四
名
が
源
氏
長
者
の
候
補
者
と
な
る
が
、
い
ず
れ
も
参
議
で
あ

る
た
め
、
念
の
た
め
保
留
し
て
お
い
た
。
同
官
職
で
嵯
峨
源
氏
が
列
し
た
際
、

何
世
源
氏
で
あ
る
か
が
長
者
を
決
す
る
要
件
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

名 在位期間 在位時官職 出 自
① 信 天長 八 年（831）－ 天長 九 年（832） 参 議 嵯 峨
② 常 天長 九 年（832）－ 仁寿 四 年（854） 中納言－左大臣 嵯 峨
③ 信 仁寿 四 年（854）－ 貞観 十 年（868） 大納言－左大臣 嵯 峨
④ 融 貞観 十 年（868）－ 寛平 七 年（895） 中納言－左大臣 嵯 峨
⑤ ？ 寛平 七 年（895）－ 昌泰 三 年（900）
⑥ 希 昌泰 三 年（900）－ 延喜 二 年（902） 中納言 嵯 峨
⑦ ？ 延喜 二 年（902）－ 延喜十四年（914）
⑧ 昇 延喜十四年（914）－ 延喜十八年（918） 中納言－大納言 嵯 峨
⑨ 悦 延喜十九年（919）－ 延長 八 年（930） 参 議 嵯 峨
⑩ 重明 延長 八 年（930）－ 天慶 二 年（939） 親 王 醍 醐
⑪ ？ 天慶 二 年（939）－ 天暦 元 年（947）
⑫ 等 天暦 元 年（947）－ 天暦 五 年（951） 参 議 嵯 峨
⑬ ？ 天暦 五 年（951）－ 天暦 八 年（954）
⑭ 高明 天暦 八 年（954）－ 安和 二 年（969） 大納言－左大臣 醍 醐
⑮ 兼明 安和 二 年（969）－ 貞元 二 年（977） 大納言－左大臣 醍 醐
⑯ 雅信 貞元 二 年（977）－ 正暦 四 年（993） 右大臣－左大臣 宇 多
⑰ 重信 正暦 四 年（993）－ 長徳 元 年（995） 右大臣－左大臣 宇 多
⑱ 時中 長徳 元 年（995）－ 長保 三 年（1001） 権中納言－大納言 宇 多
⑲ 俊賢 長保 三 年（1001）－ 寛仁 三 年（1019） 参議－権大納言 醍 醐
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こ
の
四
名
は
い
ず
れ
も
二
世
源
氏
で
あ
る
。
そ
う
し
た
場
合
、
位
階
、
年
齢
、

同
官
職
に
就
い
た
先
後
関
係
、
父
の
一
世
源
氏
の
兄
弟
の
順
、
輿
望
な
ど
の

い
ず
れ
か
の
要
素
に
よ
っ
て
長
者
決
定
が
図
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
決
定

の
要
件
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
以
上
不
明
と
す
る
ほ
か
な
い
。
⑦
も
同
様
で
、

源
湛
、
源
昇
が
候
補
者
だ
が
、
両
名
と
も
同
期
間
中
参
議
の
ま
ま
で
あ
る
。

　

次
に
⑪
⑬
の
期
間
だ
が
、
⑩
⑪
の
期
間
は
長
く
嵯
峨
源
氏
が
公
卿
に
い
な

い
期
間
で
あ
っ
て
、
ま
ず
⑩
に
嵯
峨
源
氏
を
外
戚
に
も
つ
重
明
親
王
を
推
定

し
た
。
先
述
の
『
西
宮
記
』
の
記
事
に
「
重
明
親
王
、
参
議
等
是
也
」
と
あ
っ

た
こ
と
に
改
め
て
注
意
す
る
と
、
旧
例
か
ら
先
に
並
記
し
た
も
の
と
考
え
る

と
、
重
明
親
王
の
方
が
源
等
よ
り
先
ん
じ
て
氏
長
者
と
な
っ
て
い
る
と
推
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
岡
野
氏
は
⑬
に
重
明
親
王
を
当
て
る
が（
（1
（

、
源
等
が

卒
去
し
た
天
暦
五
年
（
九
五
一
）
に
は
源
高
明
は
既
に
中
納
言
の
位
に
あ
り
、

や
は
り
親
王
よ
り
源
氏
で
あ
る
高
明
の
方
が
補
さ
れ
た
と
す
る
の
が
穏
当
な

処
置
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
⑩
の
期
間
で
嵯
峨
源
氏
の
公
卿
が
皆
無

と
な
っ
た
際
の
例
外
的
措
置
と
し
て
、
嵯
峨
源
氏
を
外
戚
と
す
る
重
明
親
王

が
長
者
と
な
っ
た
先
例
に
准
拠
し
て
、
同
様
の
立
場
に
あ
る
源
高
明
の
⑭
（
お

そ
ら
く
⑬
も
）
で
の
氏
長
者
就
位
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

　

残
る
⑪
に
つ
い
て
は
、
天
慶
二
年
（
九
三
九
）
に
源
高
明
が
参
議
に
列
し

て
お
り
、
同
じ
三
世
嵯
峨
源
氏
を
母
に
持
つ
重
明
親
王
と
源
高
明
の
い
ず
れ

が
長
者
で
あ
っ
た
か
定
か
で
な
い
。
公
卿
で
あ
る
高
明
に
や
や
分
が
あ
ろ
う

が
、
引
き
続
き
重
明
親
王
が
任
を
つ
と
め
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
の
で

保
留
に
し
て
お
い
た
。

　

さ
て
、
上
の
表
は
『
西
宮
記
』
の
記
述
よ
り
源
氏
長
者
に
な
っ
た
可
能
性

の
あ
る
人
物
を
推
測
し
、
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
の
誰
が
最
初

の
源
氏
長
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

北
畠
親
房
の
『
職
原
抄
』「
源
氏
長
者
」
の
項
に
は
、
源
氏
長
者
の
資
格
と

し
て
「
為
二
奨
学
院
別
当
一
之
人
。
即
為
二
長
者
一
。」（
（1
（

と
あ
り
、
奨
学
院
別
当

の
職
が
源
氏
長
者
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
同

書
「
奨
学
院
別
当
」
の
項
に
は
「
源
氏
公
卿
第
一
之
人
称
レ
之
。
為
二
納
言
一

之
時
多
兼
二
奨
学
淳
和
両
院
一
。
任
二
大
臣
一
日
。
以
二
淳
和
院
一
与
二
奪
次
人
一
。

於
二
奨
学
院
一
者
猶
帯
レ
之
。
是
流
例
也
。」
と
あ
り
、
源
氏
の
筆
頭
公
卿
が
納

言
の
際
に
は
、
淳
和
院
・
奨
学
院
の
別
当
を
兼
官
す
る
が
、
大
臣
に
な
る
と

淳
和
院
別
当
職
は
次
席
の
源
氏
に
委
譲
さ
れ
、
奨
学
院
別
当
の
み
を
つ
と
め

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
淳
和
院
別
当
職
も
ま
た
源
氏
長
者
と
関
連
を
有
す
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
当
然
な
が
ら
、
後
代
史
料
『
職
原
抄
』
の
記
述
を

も
っ
て
平
安
時
代
の
源
氏
長
者
を
推
す
こ
と
に
は
問
題
が
残
る
が
、
他
氏
に

お
い
て
も
大
学
別
曹
の
管
理
が
長
者
の
重
要
な
職
責
で
あ
っ
た
こ
と
に
照
ら

せ
ば
、『
職
原
抄
』
の
説
は
平
安
期
に
適
用
す
る
に
も
一
定
の
妥
当
性
を
も
つ

も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
奨
学
院
・
淳
和
院
の
両
院
別
当
の
設
置
時
期
を

探
れ
ば
、
最
初
の
源
氏
長
者
を
推
す
手
が
か
り
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

淳
和
・
奨
学
両
院
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
次
節
で
触
れ
る
の
で
、
こ
こ
で

は
最
初
の
源
氏
長
者
を
推
測
す
る
に
必
要
な
点
に
だ
け
言
及
す
る
に
と
ど
め

た
い
が
、
淳
和
院
別
当
の
設
置
は
『
日
本
三
代
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
元
慶
五

年
（
八
八
一
）
の
こ
と
で
あ
り（（1
（

、
奨
学
院
も
同
年
に
創
建
さ
れ
た
と
い
う
。

奨
学
院
が
大
学
別
曹
と
な
る
の
は
、
昌
泰
三
年
（
九
〇
〇
）
の
九
月
の
こ
と

で
あ
り（（1
（

、
お
そ
ら
く
は
そ
の
時
に
別
当
も
設
置
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
淳
和
院
別
当
設
置
は
表
中
④
の
期
間
に
含
ま
れ
、
奨
学
院
の
そ

れ
は
⑥
の
期
間
に
相
当
す
る
。
最
初
の
源
氏
長
者
は
、
両
期
間
に
嵯
峨
源
氏

の
筆
頭
公
卿
で
あ
っ
た
源
融
、
源
希
を
有
力
候
補
と
し
な
が
ら
も
、
当
然
そ

れ
以
前
か
ら
既
存
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
差
支
え
な
い
か
ら
、
①
か
ら
⑥
の



― 119 ―

期
間
に
嵯
峨
源
氏
の
筆
頭
公
卿
で
あ
っ
た
者
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ
う
と
思

う
の
で
あ
る（（1
（

。

　

以
上
、
源
氏
長
者
は
、
や
む
な
き
場
合
を
除
い
て
嵯
峨
源
氏
が
就
位
す
る

も
の
と
さ
れ
、
な
お
か
つ
そ
の
位
が
淳
和
院
、
奨
学
院
両
院
の
別
当
職
と
不

可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
嵯
峨
源
氏
こ
そ
が
賜
姓
源
氏
の
源

流
に
位
置
し
、
源
氏
長
者
の
正
統
な
血
脈
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
、
も
は
や

源
氏
長
者
が
宇
多
・
醍
醐
源
氏
な
ど
に
よ
っ
て
つ
と
め
ら
れ
て
い
た
と
思
し

き
物
語
成
立
期
に
、
ど
こ
ま
で
人
々
の
記
憶
と
し
て
残
存
し
て
い
た
の
か
は

遺
憾
な
が
ら
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
し
か
し
、『
西
宮
記
』
は
後
代
ま
で
重
要

視
さ
れ
た
儀
式
書
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
故
実
に
明
る
い
者
た
ち
の
脳
裏
に
、

あ
り
し
時
代
の
遺
風
と
し
て
刻
ま
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
物
語
に
目
を
戻
す
と
、
澪
標
巻
で
源
氏
の
筆
頭
公
卿
と
な
っ
た
光

源
氏
の
姿
に
は
、
源
氏
長
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
者
と
し
て
、
そ
の
正
統
性

を
賦
与
す
る
か
の
よ
う
に
、
嵯
峨
源
氏
の
面
影
が
映
発
し
て
い
る
。

　

華
々
し
い
政
界
復
帰
を
遂
げ
た
光
源
氏
は
、
住
吉
に
願
果
し
の
た
め
に
詣

で
る
。「
い
か
め
し
き
御
歩
き
に
て
、
世
の
中
ゆ
す
り
て
、
上
達
部
、
殿
上

人
、
我
も
我
も
と
つ
か
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
」（
澪
標
・
②
三
〇
二
頁
）
と
い
う

源
氏
一
行
の
威
容
は
、
折
し
も
恒
例
の
住
吉
参
詣
に
来
合
わ
せ
た
明
石
の
君

の
視
線
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
。

御
車
を
は
る
か
に
見
や
れ
ば
、
な
か
な
か
心
や
ま
し
く
て
、
恋
し
き
御

影
を
も
え
見
た
て
ま
つ
ら
ず
。
河
原
の
大
臣
の
御
例
を
ま
ね
び
て
、
童

随
身
を
賜
り
た
ま
ひ
け
る
、
い
と
を
か
し
げ
に
装
束
き
、
角
髪
結
ひ
て
、

紫
裾
濃
の
元
結
な
ま
め
か
し
う
、
丈
姿
と
と
の
ひ
う
つ
く
し
げ
に
て
十

人
、
さ
ま
こ
と
に
い
か
め
し
う
見
ゆ
。�

（
澪
標
・
②
三
〇
四
頁
）

　
「
河
原
の
大
臣
」
と
は
、
河
原
院
に
住
ん
だ
嵯
峨
一
世
源
氏
源
融
の
こ
と
を

指
す
。
源
融
が
童
随
身
を
賜
っ
た
こ
と
は
現
存
史
料
か
ら
は
確
認
さ
れ
ず（
（1
（

、

物
語
の
虚
構
か
と
も
思
わ
れ
る
。
光
が
こ
こ
で
源
融
に
准
拠
さ
れ
る
こ
と
は
、

融
の
嵯
峨
野
の
山
荘
栖
霞
観
や
六
条
の
邸
宅
河
原
院
と
、
松
風
巻
に
登
場
す

る
嵯
峨
の
御
堂
や
少
女
巻
で
落
成
し
た
六
条
院
と
の
関
連
で
読
み
解
か
れ
て

い
る
が（
（1
（

、
改
め
て
そ
れ
が
澪
標
巻
で
語
ら
れ
る
こ
と
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、

光
の
当
座
の
位
相
を
照
ら
す
も
の
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
源
氏
の
筆
頭
公
卿
と
な
っ
た
光
源
氏
に
、
長
者

た
る
血
脈
的
正
統
性
を
賦
与
す
る
よ
う
に
、
嵯
峨
一
世
源
氏
源
融
の
姿
が
投

射
さ
れ
て
い
る
と
も
読
め
る
の
で
あ
る
。
澪
標
巻
の
光
源
氏
は
、
源
氏
長
者

と
し
て
の
相
貌
を
呈
し
て
形
象
化
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た

か
。

三
　
奨
学
院
・
淳
和
院
と
二
条
東
院

　

源
氏
長
者
と
奨
学
院
・
淳
和
院
別
当
職
が
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
こ

と
は
先
述
し
た
が
、
次
に
そ
の
両
院
の
沿
革
お
よ
び
機
能
に
つ
い
て
見
て
い

き
た
い
。
そ
れ
ら
は
源
氏
長
者
光
源
氏
の
造
営
し
た
二
条
東
院
と
の
聯
関
が

窺
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

奨
学
院
は
、
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
平
城
天
皇
皇
孫
在
原
行
平
に
よ
っ
て
、

藤
原
氏
の
勧
学
院
に
な
ら
っ
て
、
大
学
寮
の
南
に
皇
族
出
身
氏
族
の
教
育
施

設
と
し
て
創
建
さ
れ
た
。
昌
泰
三
年
（
九
〇
〇
）
九
月
に
正
式
に
大
学
別
曹

（
大
学
の
付
属
機
関
）
と
な
り
、
応
和
三
年
（
九
六
三
）
に
は
お
そ
ら
く
こ
の

期
間
源
氏
長
者
兼
奨
学
院
別
当
で
あ
っ
た
と
思
し
い
源
高
明
（
前
掲
表
⑭
）

に
よ
っ
て
、
勧
学
院
に
准
じ
て
年
官
を
賜
る
べ
き
由
が
奏
請
さ
れ
裁
可
さ
れ

て
い
る（（1
（

。
賜
姓
源
氏
を
は
じ
め
と
し
て
平
氏
な
ど
、
広
義
の
王
氏
の
教
育
機

関
と
し
て
栄
え
た
。
ま
さ
に
藤
原
氏
に
対
抗
す
る
皇
統
一
族
の
学
問
的
拠
点
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と
し
て
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た（（1
（

。

　

さ
て
、
物
語
に
お
い
て
、
夕
霧
は
光
源
氏
の
子
と
し
て
本
来
な
ら
ば
四
位

と
な
り
、
順
風
満
帆
に
官
人
と
し
て
の
始
発
を
す
る
は
ず
だ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
光
の
「
大
学
の
道
に
し
ば
し
習
わ
さ
む
の
本
意
」（
少
女
・
③
二
一

頁
）
に
よ
り
、
六
位
か
ら
の
学
生
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
の
光
源
氏

の
教
育
方
針
は
、
大
宮
と
の
対
面
の
折
に
、

高
き
家
の
子
と
し
て
、
官
爵
心
に
か
な
ひ
、
世
の
中
さ
か
り
に
お
ご
り

な
ら
ひ
ぬ
れ
ば
、
学
問
な
ど
に
身
を
苦
し
め
む
こ
と
は
、
い
と
遠
く
な

む
お
ぼ
ゆ
べ
か
め
る
。
戯
れ
遊
び
を
好
み
て
、
心
の
ま
ま
な
る
官
爵
に

の
ぼ
り
ぬ
れ
ば
、
時
に
従
う
世
人
の
、
下
に
は
鼻
ま
じ
ろ
き
を
し
つ
つ
、

追
従
し
、
気
色
と
り
つ
つ
従
ふ
ほ
ど
は
、
お
の
ず
か
ら
人
と
お
ぼ
え
て

や
む
ご
と
な
き
や
う
な
れ
ど
、
時
移
り
、
さ
る
べ
き
人
に
立
ち
お
く
れ

て
、
世
お
と
ろ
ふ
る
末
に
は
、
人
に
軽
め
侮
ら
る
る
に
、
か
か
り
ど
こ

ろ
な
き
こ
と
に
な
む
は
べ
る
。
な
ほ
才
を
も
と
と
し
て
こ
そ
、
大
和
魂

の
世
に
用
ゐ
ら
る
る
方
も
強
う
は
べ
ら
め
。
さ
し
当
た
り
て
は
心
も
と

な
き
や
う
に
は
べ
れ
ど
も
、
つ
ひ
の
世
の
重
し
と
な
る
べ
き
心
お
き
て

を
な
ら
ひ
な
ば
、
は
べ
ら
ず
な
り
な
む
後
も
う
し
ろ
や
す
か
る
べ
き
に

よ
り
な
む
。�

（
少
女
・
③
二
二
頁
）

と
、
委
曲
を
尽
く
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
光
源
氏

の
教
育
方
針
は
、「
つ
ひ
の
世
の
重
し
と
な
る
べ
き
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
窺

わ
れ
る
通
り
、
澪
標
巻
の
宿
曜
の
予
言
「
中
の
劣
り
（
夕
霧
）
は
太
政
大
臣

に
て
位
を
極
む
べ
し
」（
澪
標
・
②
二
八
五
頁
）
と
無
縁
で
は
な
い
。
光
源
氏

は
、
ゆ
く
ゆ
く
は
国
家
の
柱
石
た
る
太
政
大
臣
に
の
ぼ
る
べ
き
夕
霧
に
対
し

て
、
親
の
威
光
に
よ
る
安
易
な
立
身
で
は
な
く
、「
才
」
を
身
に
つ
け
地
に
足

の
つ
い
た
政
治
家
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
澪
標
巻
の
予

言
と
少
女
巻
の
光
源
氏
の
教
育
方
針
は
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
。

　

こ
の
記
事
に
引
き
続
き
、「
字
つ
く
る
こ
と
は
、
東
の
院
に
て
し
た
ま
ふ
」

（
少
女
・
③
二
三
頁
）
と
、
夕
霧
の
大
学
入
学
の
た
め
の
字
の
儀
が
二
条
東
院

で
挙
行
さ
れ
、「
う
ち
つ
づ
き
入
学
と
い
ふ
こ
と
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
や
が
て

こ
の
院
の
内
に
御
曹
司
つ
く
り
て
、
ま
め
や
か
に
、
才
深
き
師
に
預
け
き
こ

え
た
ま
ひ
て
ぞ
、
学
問
せ
さ
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
」（
少
女
・
③
二
七

頁
）
と
、
そ
の
ま
ま
二
条
東
院
が
夕
霧
の
学
問
の
場
と
し
て
定
め
ら
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
夕
霧
の
本
来
の「
里
」（
少
女
・
③
六
七
頁
）で
あ
る
三
条
宮
で
は

「
え
も
の
習
ひ
た
ま
は
じ
と
て
、
静
か
な
る
所
に
籠
め
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る

な
り
け
り
」（
少
女
・
③
二
七
頁
）と
い
う
光
源
氏
の
意
図
で
、
溺
愛
の
祖
母
の

も
と
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
強
引
に
二
条
東
院
に
据
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
二
条
東
院
は
夕
霧
の
学
問
所
と
し
て
造
営
さ
れ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。「
か
し
こ
き
筋
に
も
な
る
べ
き
人
の
あ
や
し

き
世
界
に
て
生
ま
れ
た
ら
む
は
、
い
と
ほ
し
う
か
た
じ
け
な
く
も
あ
る
べ
き

か
な
、
こ
の
ほ
ど
過
ぐ
し
て
迎
へ
て
ん
、
と
思
し
て
、
東
の
院
急
ぎ
造
ら
す

べ
き
よ
し
も
よ
ほ
し
仰
せ
た
ま
ふ
」（
澪
標
・
②
二
八
六
頁
）
と
語
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
先
述
の
予
言
の
「
帝
、
后
か
な
ら
ず
並
び
て
生
ま
れ

た
ま
ふ
べ
し
」（
澪
標
・
②
二
八
五
頁
）
を
も
と
に
、
実
子
冷
泉
帝
の
即
位
で

予
言
実
現
へ
の
確
信
を
抱
い
た
光
が
、
後
に
后
に
な
る
明
石
の
姫
君
の
出
自

に
瑕
瑾
な
き
よ
う
、
都
に
迎
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ

す
れ
ば
、
前
記
の
大
宮
を
前
に
滔
々
と
そ
の
教
育
方
針
を
語
る
光
源
氏
の
長

広
舌
は
、
予
言
を
も
と
に
後
に
后
と
な
る
明
石
の
姫
君
の
た
め
に
修
造
を
急

が
せ
た
そ
の
邸
を
、
再
度
予
言
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
、
将
来
が
嘱
望
さ
れ
る

夕
霧
の
学
問
所
と
し
て
も
想
定
し
て
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
語
り
な
し
、
物
語

が
邸
宅
の
役
割
を
巧
み
に
据
え
直
す
た
め
に
も
必
要
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
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た
と
い
え
よ
う
。

　

だ
が
、
そ
も
そ
も
二
条
東
院
が
夕
霧
の
学
問
の
場
と
な
る
こ
と
は
、
い
さ

さ
か
奇
異
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
、
か
つ
て
増
田
繁
夫
氏
は
興

味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る（（1
（

。

後
世
藤
原
氏
を
は
じ
め
と
す
る
各
氏
族
が
、
そ
の
氏
の
学
生
の
た
め
に

寄
宿
舎
を
建
て
て
経
済
的
援
助
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
九
世
紀
以
後
そ

れ
が
大
学
寮
の
別
曹
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
学
生
た
ち

は
そ
こ
か
ら
大
学
寮
に
通
っ
た
。
藤
原
氏
の
勧
学
院
、
橘
氏
の
学
官
院

な
ど
が
そ
れ
で
、
夕
霧
は
源
氏
で
あ
る
か
ら
、
普
通
な
ら
ば
在
原
行
平

の
創
設
し
た
奨
学
院
に
他
の
王
氏
の
子
弟
と
と
も
に
寄
宿
す
る
は
ず
な

の
で
あ
る
。
だ
が
光
源
氏
の
子
と
い
う
こ
と
で
、
父
の
屋
敷
に
曹
司
す

る
と
い
う
特
別
の
扱
い
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

増
田
氏
は
、
夕
霧
が
奨
学
院
に
寄
宿
せ
ず
、
光
の
私
邸
二
条
東
院
で
学
問

を
行
な
う
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
光
源
氏
の
子
で

あ
る
こ
と
に
よ
る
特
別
扱
い
の
ゆ
え
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
節

ま
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
光
源
氏
が
氏
長
者
で
あ
り
、
子
息
夕
霧
が
寄
宿

す
べ
き
奨
学
院
の
別
当
を
つ
と
め
る
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な

ら
ば
、
自
ず
と
新
た
な
読
み
が
求
め
ら
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

二
条
東
院
は
奨
学
院
の
代
替
的
な
機
能
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

が
奨
学
院
別
当
を
つ
と
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
源
氏
長
者
光
源
氏
に
よ
っ
て
管

理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
王
氏
の
統
率
者
と
し
て
氏
族
の
教

育
の
振
興
に
参
与
し
た
源
氏
長
者
の
権
能
が
、
私
的
な
場
に
よ
っ
て
も
ど
か

れ
、
公
的
な
職
責
を
私
的
空
間
に
簒
奪
す
る
光
源
氏
の
逸
脱
し
た
あ
り
か
た

こ
そ
を
窺
知
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

次
に
、
淳
和
院
に
つ
い
て
話
を
移
し
た
い
。

　

淳
和
院
は
、
も
と
淳
和
天
皇
の
離
宮
で
そ
の
在
位
中
か
ら
後
院
に
定
め
ら

れ
た
。
仁
明
天
皇
へ
の
譲
位
も
こ
の
邸
に
お
い
て
行
な
わ
れ
、
承
和
七
年
（
八

四
〇
）
淳
和
上
皇
は
当
所
で
崩
御
し
た
。
崩
御
後
は
、
生
前
か
ら
同
居
し
て

い
た
皇
太
后
正
子
内
親
王
が
出
家
し
、
廃
太
子
恒
貞
親
王
と
と
も
に
引
き
続

き
居
住
す
る
。
貞
観
十
六
年
（
八
七
四
）
に
は
火
災
に
遭
う
が
、
再
建
後
内

親
王
は
同
所
を
仏
道
修
行
の
道
場
と
し
、
日
頃
よ
り
祗
候
し
て
き
た
尼
僧
を

住
ま
わ
せ
た
と
い
う（（2
（

。
内
親
王
の
崩
御
後
も
、
そ
の
遺
志
は
恒
貞
親
王
に
よ
っ

て
受
け
継
が
れ
、
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
の
淳
和
院
に
公
卿
別
当
を
置
く
こ

と
を
請
う
前
記
の
親
王
の
奏
言
か
ら
、
広
く
都
の
僧
尼
の
安
住
の
場
と
し
て

機
能
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る（（2
（

。
源
氏
長
者
が
別
当
職
に
あ
た
っ
た
こ
と

か
ら
し
て
、
お
そ
ら
く
は
王
統
を
中
心
と
し
た
尼
た
ち
の
住
ま
い
と
な
っ
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
淳
和
院
は
源
氏
の
尼
僧
の
宗
教
的
拠
点
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

　

関
屋
巻
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
は
帝
都
帰
還
の
願
果
し
の
た
め
に
石
山
寺

に
向
っ
て
い
た
光
源
氏
は
、
任
果
て
た
夫
常
陸
介
に
伴
っ
て
帰
京
中
の
空
蝉

と
久
方
ぶ
り
の
邂
逅
を
果
す
。
帰
京
後
ま
も
な
く
夫
と
死
別
し
た
空
蝉
は
、

「
昔
よ
り
す
き
心
あ
り
て
少
し
情
が
り
け
る
」（
関
屋
・
②
三
六
四
頁
）
継
子

河
内
守
の
懸
想
に
耐
え
か
ね
、
人
に
知
ら
せ
ず
密
か
に
出
家
し
尼
と
な
っ
た
。

そ
の
後
の
空
蝉
の
消
息
は
明
示
さ
れ
ず
、「
お
の
れ
を
厭
ひ
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、

残
り
の
御
齢
は
多
く
も
の
し
た
ま
ふ
ら
む
、
い
か
で
か
過
ぐ
し
た
ま
ふ
べ
き
」

（
関
屋
巻
・
②
三
六
四

－

三
六
五
頁
）
と
の
河
内
守
の
言
で
巻
は
閉
じ
ら
れ

る
。
関
屋
巻
と
対
に
な
る
蓬
生
巻
末
で
は
末
摘
花
の
そ
の
後
が
「
二
年
ば
か

り
こ
の
古
宮
に
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
東
の
院
と
い
ふ
所
に
な
む
、
後
は
渡
し

た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
」（
蓬
生
・
②
三
五
五
頁
）
と
予
示
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
河
内
守
の
最
後
の
言
は
空
蝉
の
二
条
東
院
入
り
を
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匂
わ
せ
る
響
き
を
も
つ
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
空
蝉
は
玉
鬘
巻
で
の
正
月
用
の
衣
配
り
に
お
い
て
再
登
場
す
る

が
、
そ
こ
で
は
二
条
東
院
に
住
ま
う
末
摘
花
、
六
条
院
冬
の
町
に
居
住
す
る

明
石
の
君
、
空
蝉
と
い
う
順
に
光
源
氏
が
贈
っ
た
装
束
が
語
ら
れ
て
お
り
、

空
蝉
が
そ
の
時
点
で
ど
こ
に
居
住
し
て
い
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
空
蝉

の
居
所
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
最
後
の
登
場
箇
所
と
な
る
初
音
巻
に
お
い

て
で
あ
る
。

空
蝉
の
尼
衣
に
も
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ
り
。
う
け
ば
り
た
る
さ
ま
に
は

あ
ら
ず
、
か
ご
や
か
に
局
住
み
に
し
な
し
て
、
仏
ば
か
り
に
所
得
さ
せ

た
て
ま
つ
り
て
、
行
ひ
勤
め
け
る
さ
ま
あ
は
れ
に
見
え
て
、
経
、
仏
の

飾
り
、
は
か
な
く
し
た
る
閼
伽
の
具
な
ど
も
、
を
か
し
げ
に
な
ま
め
か

し
く
、
な
ほ
心
ば
せ
あ
り
と
見
ゆ
る
人
の
け
は
ひ
な
り
。

�

（
初
音
・
③
一
五
五

－

一
五
六
頁
）

　

二
条
東
院
で
仏
道
に
専
心
す
る
空
蝉
の
姿
が
、
光
源
氏
の
視
線
を
通
し
て

象
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
、「
東
の
院
に
離
れ
た
ま
へ
る
御
方
々
」（
初
音
・

③
一
五
二
頁
）
や
「
行
ひ
の
方
の
人
は
そ
の
紛
れ
な
く
勤
め
」（
初
音
・
③
一

五
三
頁
）
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
複
数
表
現
に
よ
っ
て
末
摘
花
の
他
に
も
東

院
居
住
者
が
い
る
こ
と
を
婉
曲
的
に
示
し
た
り
、
そ
れ
が
仏
門
の
人
で
あ
る

こ
と
を
明
か
し
た
り
と
、
空
蝉
の
二
条
東
院
住
ま
い
が
知
れ
る
前
掲
箇
所
ま

で
に
は
周
到
に
意
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
関
屋
巻
で

は
そ
の
後
の
消
息
を
不
問
に
付
し
、
玉
鬘
巻
で
は
ど
こ
に
い
る
と
も
知
れ
ぬ

ま
ま
元
日
の
晴
着
が
贈
ら
れ
、
初
音
巻
に
い
た
っ
て
も
徐
々
に
婉
曲
的
表
現

で
も
っ
て
二
条
東
院
入
り
が
明
か
さ
れ
る
空
蝉
と
、
蓬
生
巻
末
で
早
々
と
二

条
東
院
入
り
が
予
示
さ
れ
る
末
摘
花
と
の
間
に
は
、
語
り
の
位
相
差
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
い
や
し
く
も
光
源
氏
の
愛
人
で
あ
る
末
摘
花
に
対
し

て
、
後
家
と
は
い
え
、
も
は
や
出
家
の
身
で
あ
る
空
蝉
に
は
、
今
さ
ら
光
源

氏
の
邸
宅
に
住
む
べ
き
根
拠
が
希
薄
で
あ
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
そ
の
不
自

然
さ
を
韜
晦
す
る
か
の
よ
う
に
、
物
語
は
空
蝉
の
東
院
入
り
を
漸
次
明
か
し

て
い
く
よ
う
な
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

三
田
村
雅
子
氏
は
、
空
蝉
が
世
間
で
は
密
通
を
知
ら
れ
て
い
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
二
条
東
院
に
住
ま
う
理
由
に
つ
い
て
、
源
氏
の
家
の
出
身
で
光
の

親
戚
筋
に
あ
た
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る（（2
（

。
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
る
と

考
え
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
源
氏
の
尼
僧
に
は
そ
の
居
住
施
設
と
し
て
淳
和

院
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
河
内
守
の
懸
想
に
よ
り
転
居
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ

そ
こ
に
住
ま
わ
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
ろ
う
。
空
蝉
尼
君
居
住
に

関
し
て
も
、
二
条
東
院
は
、
源
氏
長
者
の
管
領
す
る
僧
尼
施
設
淳
和
院
の
公

的
な
機
能
を
、
私
邸
に
よ
っ
て
代
行
し
て
お
り
、
源
氏
長
者
の
宗
教
的
権
能

を
私
的
空
間
に
賦
活
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

物
語
に
は
、
そ
の
「
描
か
れ
ざ
る
部
分
（
（2
（

」
と
し
て
奨
学
院
も
淳
和
院
も
存

在
す
る
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
つ
い
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、

そ
の
学
問
的
、
宗
教
的
ト
ポ
ス
と
し
て
の
機
能
は
、
ま
さ
に
そ
れ
ら
を
管
轄

す
べ
き
氏
長
者
光
源
氏
そ
の
人
に
よ
っ
て
、
擬
制
的
に
私
的
空
間
二
条
東
院

に
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
源
氏
長
者
の
本
来
の
権

能
か
ら
逸
脱
し
た
越
権
的
な
営
為
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

四
　
二
条
東
院
か
ら
六
条
院
へ

　

氏
長
者
に
共
通
す
る
職
責
と
し
て
、
氏
社
・
氏
寺
の
祭
祀
、
大
学
別
曹
の

管
理
、
氏
爵
の
推
挙
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
だ
が
、

氏
長
者
に
期
待
さ
れ
る
役
割
と
は
そ
れ
ら
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

淳
和
院
へ
の
公
卿
別
当
創
設
を
請
う
恒
貞
親
王
の
奏
言
に
「
為
下
京
城
尼
不
レ
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能
二
自
存
一
者
上
」
と
あ
る
よ
う
に
、
同
氏
族
内
で
の
貧
困
者
を
救
済
す
る
よ

う
な
責
務
を
も
果
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
藤
原
氏
の
病

者
、
貧
者
救
済
施
設
で
あ
る
施
薬
院
が
、
藤
氏
長
者
の
管
掌
で
あ
っ
た
こ
と

な
ど
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
は
自
ず
と
得
心
さ
れ
よ
う
。

　

だ
が
、
平
安
中
期
ま
で
の
源
氏
（
王
氏
）
の
残
存
す
る
日
記
が
僅
少
で
あ

る
こ
と
も
あ
り
、
実
際
に
源
氏
長
者
が
同
氏
族
の
生
活
困
窮
者
に
対
し
て
如

何
な
る
扶
養
を
行
な
っ
た
か
を
知
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
氏
と
し
て
の

結
束
力
は
あ
ま
り
強
固
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
言
わ
れ
る（（2
（

源
氏
で
は

あ
る
が
、『
吏
部
王
記
』
の
次
の
記
事
は
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。中

務
卿
親
王
召
寺
主
延
賀
、
仰
先
可
申
親
王
以
下
諷
誦
之
由
、
延
賀
即

持
所
々
誦
経
文
来
呈
之
、
中
務
卿
親
王
相
定
分
為
四
度
、
親
王
等
第
一
、

次
内
親
王
、
次
男
女
源
氏
、
次
女
御
、
就
中
無
允
明
源
〔
氏
〕
諷
誦
、

余
諮
中
務
卿
親
王
〔
云
、
先
日
親
王
〕・
源
氏
奉
送
鋳
鐘
料
之
時
、
此
源

氏
猶
不
奉
送
、
諸
人
以
為
嗤
笑
、
今
此
度
又
不
奉
仕
諷
誦
者
、
如
遺
天

下
嗤
、
雖
為
彼
恥
辱
、
即
余
等
同
无
面
目
、
自
今
欲
相
代
奉
仕
如
何
、

答
云
、
誠
可
給
憐
、
唯
如
是
人
事
、
或
覆
致
彼
人
怨
、
唯
鋳
鐘
料
功
畢

後
奉
送
之
、
報
云
、
独
被
怨
一
人
耳
、
致
天
下
嗤
非
義
也
、
余
有
外
戚

之
便
歟
、
為
彼
家
奉
修
之
、
答
云
、
所
陳
甚
叶
義
理
、
其
施
物
与
汝
共

奉
送
耳
、
中
務
卿
親
王
即
求
紙
筆
、
秘
密
手
書
彼
家
誦
経
文

�

（
承
平
元
年
九
月
二
十
九
日
条
（
（2
（

）

か
つ
て
亡
き
父
帝
供
養
の
た
め
に
寄
進
す
る
醍
醐
寺
鋳
鐘
料
を
親
王
や
源
氏

が
奉
っ
た
際
に
、
源
允
明
（
醍
醐
第
十
三
皇
子
）
は
恐
ら
く
は
経
済
的
窮
迫

に
よ
り
奉
送
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
人
々
の
嘲
笑
を
買
っ
た
が
、
こ
の
度
醍

醐
天
皇
の
一
周
忌
法
要
に
あ
た
っ
て
、
再
び
笑
い
の
的
と
な
る
こ
と
が
な
き

よ
う
、『
吏
部
王
記
』
の
記
主
重
明
親
王
（
醍
醐
第
四
皇
子
）
が
兄
中
務
宮
代

明
親
王
（
醍
醐
第
三
皇
子
）
と
相
諮
っ
て
、
諷
誦
文
の
代
筆
と
布
施
の
代
行

を
す
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
源
允
明
に
対
す
る
重
明
親
王
の
援
助
は
、
義
理
人
情
に
厚
い

親
王
の
個
人
的
資
質
に
理
由
を
求
め
る
こ
と
も
出
来
よ
う
が
、
承
平
元
年
（
九

三
一
）
と
い
う
の
は
ま
さ
に
重
明
親
王
が
源
氏
長
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
濃

厚
な
期
間
で
あ
る
こ
と
（
前
掲
表
中
⑩
）
も
勘
案
す
れ
ば
、
源
氏
の
長
者
と

し
て
の
自
覚
が
親
王
の
厚
情
の
背
景
に
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

同
様
に
、
三
年
後
の
承
平
四
年
（
九
三
四
）
の
允
明
の
元
服
の
儀
に
お
い

て
も
、
重
明
親
王
は
代
明
親
王
と
相
談
し
、
万
事
執
り
行
っ
た
こ
と
を
『
吏

部
王
記
』
に
記
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
源
氏
長
者
に
よ
る
同
氏
族
の
貧
者
救
済
の
一
傍
証
に
過
ぎ
ぬ
が
、

そ
う
し
た
責
務
を
担
っ
た
可
能
性
は
見
据
え
て
お
い
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

さ
て
、
そ
も
そ
も
二
条
東
院
は
花
散
里
の
よ
う
な
「
心
苦
し
き
人
々
」（
澪

標
・
②
二
八
五
頁
）
を
集
住
さ
せ
る
邸
宅
と
し
て
修
築
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
宿
曜
の
予
言
が
明
か
さ
れ
、
将
来
の
后
候
補
明
石
の
姫
君
を
迎
え
る

目
的
で
、
修
造
が
急
が
れ
た
こ
と
は
先
述
し
た
。
ま
た
、「
か
の
五
節
を
思
し

忘
れ
ず
（
中
略
）
心
や
す
き
殿
造
り
し
て
は
、
か
や
う
の
人
集
へ
て
も
、
思

ふ
さ
ま
に
か
し
づ
き
た
ま
ふ
べ
き
人
も
出
で
も
の
し
た
ま
は
ば
、
さ
る
人
の

後
見
に
も
と
思
す
」（
澪
標
・
②
二
九
九
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
明
石
の
姫
君

の
後
見
と
し
て
五
節
の
入
居
も
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る（（2
（

。

蓬
生
巻
で
は
、
末
摘
花
が
後
に
東
院
入
り
し
た
こ
と
が
予
示
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
後
松
風
冒
頭
で
よ
う
や
く
完
成
し
た
二
条
東
院
は
、

東
の
院
造
り
た
て
て
、
花
散
里
と
聞
こ
え
し
、
移
ろ
は
し
た
ま
ふ
。
西
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の
対
、
渡
殿
な
ど
か
け
て
、
政
所
、
家
司
な
ど
、
あ
る
べ
き
さ
ま
に
し

お
か
せ
た
ま
ふ
。
東
の
対
は
、
明
石
の
御
方
と
思
し
お
き
て
た
り
。
北

の
対
は
こ
と
に
広
く
造
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
か
り
に
て
も
あ
は
れ
と
思
し

て
、
行
く
末
か
け
て
契
り
頼
め
た
ま
ひ
し
人
々
集
ひ
住
む
べ
き
さ
ま
に
、

隔
て
隔
て
し
つ
ら
は
せ
た
ま
へ
る
し
も
、
な
つ
か
し
う
見
ど
こ
ろ
あ
り

て
こ
ま
か
な
り
。
寝
殿
は
塞
げ
た
ま
は
ず
、
時
々
渡
り
た
ま
ふ
御
住
み

所
に
し
て
、
さ
る
方
な
る
御
し
つ
ら
ひ
ど
も
し
お
か
せ
た
ま
へ
り
。

�

（
松
風
・
②
三
九
七
頁
）

と
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
邸
宅
内
の
人
物
の
配
置
も
明
か
さ
れ
る
。
寝
殿
＝
光

の
仮
住
ま
い
、
西
の
対
＝
花
散
里
、
東
の
対
＝
明
石
の
君
、
北
の
対
＝
愛
人

た
ち
、
と
配
す
る
の
が
当
面
の
目
算
で
あ
っ
た
。
北
の
対
の
「
か
り
に
て
も

あ
は
れ
と
思
し
て
、
行
く
末
か
け
て
契
り
頼
め
た
ま
ひ
し
人
々
」
に
は
、
五

節
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
東
の
対
に
入
居
が
期
待
さ
れ
た

明
石
の
君
は
、
度
重
な
る
源
氏
の
慫
慂
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
堰
の
地
に
留

ま
り
続
け
、
結
局
明
石
の
姫
君
の
み
が
二
条
院
の
紫
の
上
の
も
と
に
引
き
取

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

整
理
す
る
と
、
二
条
東
院
に
迎
え
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
人
物
は
、

花
散
里
・
明
石
の
姫
君
・
五
節
・
明
石
の
君
の
四
名
で
、
結
果
的
に
一
時
的

に
で
も
東
院
の
住
人
と
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の
は
、
末
摘
花
、
花
散
里
、

夕
霧
、
空
蝉
で
あ
っ
た
。

　

居
住
（
予
定
）
者
の
「
氏
」
を
確
認
し
て
お
く
と
、
夕
霧
、
明
石
の
姫
君

は
当
然
源
氏
で
、
末
摘
花
は
王
氏
も
し
く
は
源
氏
、
空
蝉
は
出
家
後
の
二
条

東
院
入
り
に
よ
り
源
氏
で
あ
る
可
能
性
が
暗
示
さ
れ
る
。
残
る
明
石
の
君
、

花
散
里
、
五
節
に
つ
い
て
は
、
そ
の
氏
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
わ
ず

か
に
明
石
の
君
に
関
し
て
は
、
父
入
道
が
自
家
の
箏
の
琴
の
奏
法
の
相
承
に

つ
い
て
語
る
段
に
「
な
に
が
し
、
延
喜
の
御
手
よ
り
弾
き
伝
へ
た
る
こ
と
三

代
に
な
ん
な
り
は
べ
り
ぬ
る
を
（
中
略
）
あ
や
し
う
ま
ね
ぶ
者
（
明
石
の
君
）

の
は
べ
る
こ
そ
、
自
然
に
か
の
前
大
王
の
御
手
に
通
ひ
て
は
べ
れ
」（
明
石
・

②
二
四
二
頁
）
と
あ
り
、
明
石
尼
君
の
血
脈
に
関
し
て
も
「
母
君
の
御
祖
父
、

中
務
宮
と
聞
こ
え
け
る
」（
松
風
・
②
三
九
八
頁
）
と
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
し
て
、
王
統
流
に
属
し
た
可
能
性
が
高
い（（2
（

。

　

氏
の
不
明
な
者
が
い
る
以
上
、
二
条
東
院
が
創
建
当
初
か
ら
皇
統
の
血
を

ひ
く
者
た
ち
の
集
住
の
場
と
し
て
建
造
さ
れ
た
と
ま
で
は
極
言
し
か
ね
る
が
、

そ
れ
が
氏
長
者
就
位
か
ら
間
を
置
か
ず
造
営
さ
れ
る
こ
と
、「
院
の
御
処
分
」

（
澪
標
・
②
二
八
四

－

二
八
五
頁
）、
つ
ま
り
院
か
ら
伝
領
し
た
邸
宅
を
改
築

し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
は
、
そ
う
し
た
読
み
の
土
壌
を
醸
成
し
う
る
こ
と

も
無
下
に
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

澪
標
巻
で
光
源
氏
は
源
氏
中
最
高
官
職
に
就
き
、
源
氏
の
筆
頭
公
卿
と

な
っ
た
。
そ
こ
で
の
光
源
氏
に
は
、
正
統
な
源
氏
長
者
の
血
統
た
る
こ
と
を

明
か
す
よ
う
に
嵯
峨
源
氏
源
融
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
桐
壺
院
か
ら
伝

領
し
た
邸
宅
を
改
修
し
た
、
源
氏
長
者
の
営
む
邸
宅
二
条
東
院
に
は
、
源
氏

を
中
心
に
王
統
に
列
な
る
、
光
源
氏
の
「
御
蔭
に
隠
れ
た
る
人
々
」（
初
音
・

③
一
五
七
頁
）
が
多
く
庇
護
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

後
宮
を
模
し
た
と
も
評
さ
れ
る
、
よ
り
理
念
化
し
た
空
間
六
条
院
の
造
営

に
よ
り
、
も
は
や
そ
の
邸
宅
と
し
て
の
意
義
を
失
し
た
か
に
見
え
る
二
条
東

院
は
、
ま
さ
に
そ
の
最
後
（
少
女
巻
・
初
音
巻
）
に
お
い
て
、
俄
に
教
育
的
、

宗
教
的
な
ト
ポ
ス
と
し
て
源
氏
長
者
の
権
能
を
逸
脱
し
た
相
貌
を
呈
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
漸
次
臣
下
と
し
て
の
存
在
を
逸
脱
し
、
徐
々
に
王
者
性
を
顕

現
し
て
い
く
六
条
院
世
界
で
の
光
源
氏
像
の
、
過
渡
的
な
段
階
を
示
す
も
の

と
し
て
把
握
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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結

　

最
後
に
、
本
論
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
点
に
も
付
言
し
な
が
ら
総
括
と
し
た

い
。

　
『
小
右
記
』
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
七
月
十
二
日
条
に
、
源
氏
長
者
の
権

能
を
窺
わ
せ
る
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

右
兵
衛
督
〈
憲
定
〉、
来
云
、
有
女
子
、
年
十
八
、
皇
太
后
宮
以
広
業
朝

臣
頻
有
可
令
参
入
之
仰
、
依
不
甘
心
、
云
合
源
中
納
言
〈
俊
賢
〉、
答

云
、
事
雖
不
宜
、
至
有
仰
事
何
為
乎
、
取
案
内
可
示
者
、
其
後
納
言
云
、

猶
有
可
令
参
入
之
仰
、
可
啓
可
然
之
時
可
令
参
之
由
者
、
彼
納
言
似
令

啓
只
可
令
参
之
由
、
為
之
如
何
、
為
言
合
斯
事
所
来
也
者
、
縁
可
有
物

聞
、
不
答
左
右
、
一
家
事
只
可
在
彼
納
言
之
指
帰
、
以
此
趣
相
示
了

�

（
長
和
二
年
七
月
十
二
日
条
）

　

右
兵
衛
督
源
憲
定
（
村
上
天
皇
孫
・
為
平
親
王
男
）
が
、
皇
太
后
宮
彰
子

よ
り
出
仕
の
要
請
が
あ
っ
た
十
八
歳
の
女
の
処
遇
に
関
し
て
、
記
主
実
資
の

も
と
に
相
談
に
来
て
い
る
。
憲
定
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
先
に
源
俊
賢

に
相
談
し
た
と
こ
ろ
結
局
出
仕
を
勧
め
ら
れ
た
た
め
、
重
ね
て
実
資
の
も
と

に
助
言
を
求
め
に
来
た
と
い
う
。

　

憲
定
が
実
資
に
相
談
す
る
の
は
、
憲
定
の
姉
妹
で
あ
る
婉
子
女
王
（
花
山

天
皇
女
御
）
が
、
天
皇
退
位
後
、
実
資
室
と
な
っ
た
縁
故
に
よ
る
の
で
あ
ろ

う
。
俊
賢
に
相
談
し
た
の
は
、
俊
賢
が
現
在
皇
太
后
宮
大
夫
の
任
に
あ
る
た

め
と
も
考
え
う
る
が
、
そ
の
場
合
当
座
の
職
務
に
応
じ
た
呼
称
を
す
る
こ
と

が
古
記
録
の
常
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
記
主
実
資
が
俊
賢
を
「
皇
太
后
宮

大
夫
」
で
は
な
く
「
源
中
納
言
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
が
気
に
か
か
る
。
ま
た
、

「
一
家
事
只
可
在
彼
納
言
之
指
帰
」
と
い
う
物
言
い
も
、
腑
に
落
ち
な
い
。

　
「
一
家
事
只
可
在
彼
納
言
之
指
帰
」
と
は
、
大
日
本
古
記
録
本
が
頭
書
す
る

よ
う
に
「
源
氏
ノ
事
俊
賢
之
指
帰
ニ
ア
リ
」
の
意
味
に
解
さ
れ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
い
み
じ
く
も
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
は
、
俊
賢
が
源
氏
長
者

で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
時
期
に
相
当
し
て
お
り
（
前
掲
表
⑲
）、
そ
う
す
れ

ば
呼
称
に
つ
い
て
も
納
得
さ
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

も
し
俊
賢
へ
の
相
談
が
源
氏
長
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

す
る
な
ら
ば
、
源
氏
長
者
は
源
氏
の
子
女
の
出
仕
に
ま
で
口
入
れ
す
る
よ
う

な
権
能
を
有
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

如
上
の
こ
と
が
仮
に
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
六
条
御
息
所
に
よ
る

光
へ
の
前
斎
宮
の
遺
託
は
、
私
的
な
愛
人
関
係
の
み
な
ら
ず
、
源
氏
長
者
と

し
て
の
公
的
な
職
責
を
も
背
景
に
考
慮
し
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
氏

長
者
光
源
氏
こ
そ
は
、
後
見
を
な
く
し
た
源
氏
（
内
親
王
）
の
女
を
託
す
に

最
適
な
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

従
来
、
光
源
氏
の
私
的
な
行
為
と
考
え
ら
れ
て
き
た
、
二
条
東
院
造
営
、

東
院
で
の
夕
霧
の
教
育
・
空
蝉
尼
君
の
居
住
、
前
斎
宮
へ
の
後
見
な
ど
が
、

氏
長
者
と
い
う
位
を
背
景
に
据
え
て
み
た
時
、
公
的
な
権
能
に
よ
る
、
も
し

く
は
そ
れ
か
ら
逸
脱
す
る
営
為
と
し
て
、
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性

に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。

　

源
氏
長
者
に
就
位
し
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
な
い
も
の
の
、
澪

標
巻
や
少
女
巻
に
お
い
て
、
太
政
大
臣
と
頭
中
将
率
い
る
藤
原
氏
、
式
部
卿

宮
が
代
表
す
る
宮
家
、
そ
し
て
光
源
氏
の
源
氏
家
の
、
後
宮
政
策
を
中
心
と

し
た
い
さ
さ
か
書
き
割
り
的
な
三
つ
巴
の
覇
権
争
い
を
見
れ
ば
、
一
源
氏
家

で
あ
る
こ
と
を
越
え
て
、
源
氏
の
総
代
と
し
て
光
源
氏
が
象
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
容
易
に
見
て
と
れ
る
。

　

帝
都
復
帰
後
の
光
源
氏
の
官
職
に
関
す
る
論
考
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
が
、
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表
向
き
の
官
職
だ
け
で
な
く
、
描
か
れ
ざ
る
源
氏
長
者
と
し
て
の
在
り
方
に

も
注
意
を
喚
起
し
た
か
っ
た
次
第
で
あ
る
。

注（
1
）	
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（
小
学
館
・
一
九
九
四

年
三
月

－

一
九
九
八
年
四
月
）
に
よ
り
、
巻
名
・
巻
数
・
頁
数
を
記
し
、
適

宜
私
に
人
物
注
な
ど
を
施
し
た
。

（
2
）	

高
橋
和
夫
「
二
条
院
と
六
条
院
―
源
氏
物
語
に
お
け
る
構
想
展
開
の
過
程

に
つ
い
て
―
」（『
源
氏
物
語
の
主
題
と
構
想
』
桜
楓
社
・
一
九
七
一
年
十

月
、
初
出
は
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
五
一
年
九
月
）
そ
の
後
の
二
条
東
院

を
め
ぐ
る
研
究
史
に
関
し
て
は
、
原
岡
文
子
「
光
源
氏
の
邸
―
二
条
東
院
か

ら
六
条
院
へ
―
」（『
源
氏
物
語
の
人
物
と
表
現　

そ
の
両
義
的
展
開
』
翰
林

書
房
・
二
〇
〇
三
年
五
月
、
初
出
は
『
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
』
一
九
八

四
年
三
月
）
に
簡
便
な
整
理
が
あ
る
。

（
3
）	

『
律
令
』
職
員
令
「
太
政
大
臣
一
人　

右
師
二
範
一
人
一
。
儀
二
形
四
海
一
。

経
レ
邦
論
レ
道
。
変
二
理
陰
陽
一
。
無
二
其
人
一
則
闕
。」

（
4
）	

坂
本
共
展
「
明
石
姫
君
構
想
と
そ
の
主
題
」（『
源
氏
物
語
構
成
論
』
笠
間

書
院
・
一
九
九
五
年
十
月
）
付
載
の
「
冷
泉
即
位
後
補
任
」、
福
長
進
「
少
女

巻
の
朱
雀
院
行
幸
」（『
む
ら
さ
き
』
第
四
四
輯
・
二
〇
〇
七
年
十
二
月
）
も

同
様
の
補
任
を
想
定
す
る
。

（
5
）	

竹
内
理
三
「
氏
長
者
」（『
律
令
制
と
貴
族
政
権　

第
Ⅱ
部
』
御
茶
の
水
書

房
・
一
九
五
八
年
一
月
、
初
出
は
『
史
淵
』
六
三
号
・
一
九
五
四
年
十
一
月
）

（
6
）	

林
陸
朗
「
賜
姓
源
氏
の
成
立
事
情
」（『
上
代
政
治
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘

文
館
・
一
九
六
九
年
九
月
）

（
7
）	

引
用
は
、
新
訂
増
補
故
実
叢
書
『
西
宮
記
』（
明
治
図
書
出
版
・
一
九
五
二

年
十
二
月
）
に
よ
り
、
頁
数
を
記
し
た
。

（
8
）	

前
掲
注（
5
）
竹
内
論
文

（
9
）	

岡
野
友
彦
「
源
氏
長
者
の
淵
源
に
つ
い
て
」（『
中
世
久
我
家
と
久
我
家
領

荘
園
』
続
群
書
類
従
完
成
会
・
二
〇
〇
二
年
十
月
）、
同
氏
『
源
氏
と
日
本
国

王
』（
講
談
社
・
二
〇
〇
三
年
十
一
月
）

（
10
）	

前
掲
注（
9
）

（
11
）	

引
用
は
、『
新
校
群
書
類
従　

第
四
巻
』（
内
外
書
籍
・
一
九
三
一
年
七
月
）

に
よ
る
。

（
12
）	

「
无
品
恒
貞
親
王
奏
言
。
淳
和
院
。（
中
略
）
請
永
置
二
公
卿
別
当
一
。
令
二
レ

其
検
校
一
。
詔
聴
レ
之
」（『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
十
二
月
十
一
日
条
）

引
用
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
日
本
三
代
実
録
』（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八

一
年
四
月
）
に
よ
る
。

（
13
）	

「
以
二
奨
学
院
一
為
二
大
学
寮
南
曹
一
」（『
日
本
紀
略
』
昌
泰
三
年
九
月
某
日

条
）
引
用
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
日
本
紀
略
』（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
七

九
年
一
月
）
に
よ
る
。

（
14
）	

西
村
健
太
郎
「
源
氏
長
者
と
氏
爵
―
平
安
期
に
お
け
る
賜
姓
源
氏
の
展
開

を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
二
六
八
号
・
二
〇
一
八
年
六
月
）、

岡
野
友
彦
「
源
氏
誕
生
」（『
源
氏
長
者　

武
家
政
権
の
系
譜
』
吉
川
弘
文
館
・

二
〇
一
八
年
十
月
）
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』
で
源
信
が
「
戸
主
」
と
な
る
記
述

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
初
の
源
氏
長
者
を
源
信
と
推
す
。
し
か
し
、
岡
野
氏

も
述
べ
ら
れ
る
通
り
、
当
年
六
歳
の
源
信
を
「
戸
主
」
と
し
た
こ
と
は
、
兄

弟
の
「
代
表
者
」
と
し
た
程
度
の
こ
と
と
し
て
捉
え
、
こ
こ
で
は
源
信
も
初

代
源
氏
長
者
で
あ
っ
た
可
能
性
の
あ
る
一
人
と
し
て
扱
う
に
留
め
て
お
く
。

（
15
）	

「
非
執
権
之
人
賜
随
身
之
例
、
左
大
臣
融
例
」（『
小
右
記
』
長
徳
元
年
四
月

五
日
条
）
な
る
記
事
は
わ
ず
か
に
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、「
童
随
身
」
で

は
な
い
点
で
物
語
と
異
な
る
。
引
用
は
、
大
日
本
古
記
録
『
小
右
記
』（
岩
波

書
店
・
一
九
五
九
年
三
月
）
に
よ
る
。

（
16
）	
土
方
洋
一
「
六
条
院
の
光
と
影
―
テ
ク
ス
ト
論
の
視
座
か
ら
―
」（『
源

氏
物
語
の
テ
ク
ス
ト
生
成
論
』
笠
間
書
院
・
二
〇
〇
〇
年
六
月
、
初
出
は
『
国
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語
と
国
文
学
』
第
六
〇
号
十
二
巻
・
一
九
八
三
年
十
二
月
）

（
17
）	

「
大
納
言
高
明
卿
申
下
奨
学
院
申
准
二
勧
学
院
一
可
給
二
年
官
一
之
申
文
上
。

依
レ
請
被
レ
下
二
宣
旨
一
。」（『
日
本
紀
略
』
応
和
三
年
十
二
月
十
四
日
）
な
お
、

奨
学
院
の
創
建
、
中
興
の
立
役
者
が
、
と
も
に
光
源
氏
の
准
拠
さ
れ
る
人
物

で
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
在
原
行
平
に
関
し
て
は
、「
お
は
す
べ
き
所
は
、

行
平
の
中
納
言
の
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
び
け
る
家
居
近
き
わ
た
り
な
り
け
り
。」

（
須
磨
・
②
一
八
七
頁
）、「
須
磨
に
は
、
い
と
ど
心
づ
く
し
の
秋
風
に
、
海
は

す
こ
し
遠
け
れ
ど
、
行
平
の
中
納
言
の
、
関
吹
き
越
ゆ
る
と
言
ひ
け
ん
浦
波
、

夜
々
は
げ
に
い
と
近
く
聞
こ
え
て
、
ま
た
な
く
あ
は
れ
な
る
も
の
は
か
か
る

所
の
秋
な
り
け
り
。」（
須
磨
・
②
一
九
八

－

一
九
九
頁
）
と
あ
る
。
源
高
明

に
つ
い
て
は
、
光
が
須
磨
に
出
立
し
た
「
三
月
二
十
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
に
な

む
都
離
れ
た
ま
ひ
け
る
。」（
須
磨
・
②
一
六
三
頁
）
は
、
安
和
二
年
（
九
六

九
）
三
月
二
十
六
日
の
高
明
左
遷
を
踏
ま
え
て
い
る
。

（
18
）	

桃
裕
行
「
平
安
時
代
初
期
の
大
学
寮
の
盛
容
と
大
学
別
曹
の
設
立
」（『
桃

裕
行
著
作
集　

第
一
巻　

上
代
学
制
の
研
究
〔
修
訂
版
〕』
思
文
閣
出
版
・
一

九
九
四
年
六
月
）

（
19
）	

増
田
繁
夫
「
大
学
寮
」（
秋
山
虔
・
木
村
正
中
・
清
水
好
子
編
『
講
座
源
氏
物

語
の
世
界　

第
五
集　

少
女
～
真
木
柱
巻
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
一
年
八
月
）

（
20
）	

「
以
二
淳
和
院
一
為
二
道
場
一
。不
レ
改
二
院
号
一
。安
下
置
平
生
侍
二
左
右
一
之
尼
上
」

（『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
三
月
二
十
三
日
条
）
な
お
、
淳
和
院
に
つ
い

て
は
、
山
本
祟
「
淳
和
院
考
―
平
安
前
期
の
院
に
つ
い
て
―
」（『
立
命
館

史
学
』
二
十
号
・
一
九
九
九
年
十
一
月
）
に
詳
し
い
。

（
21
）	

「
淳
和
院
。
縁
二
先
太
后
遺
旨
一
。
為
下
京
城
尼
不
レ
能
二
自
存
一
者
上
。
所
二
依

止
一
也
。」（『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
十
二
月
十
一
日
条
）

（
22
）	

三
田
村
雅
子
「〈
衣
〉
―
染
め
る
・
縫
う
・
贈
る
」（
藤
原
克
己
・
三
田
村

雅
子
・
日
向
一
雅
『
源
氏
物
語　

に
お
う
、
よ
そ
お
う
、
い
の
る
』
ウ
ェ
ッ

ジ
・
二
〇
〇
八
年
五
月
）

（
23
）	

玉
上
琢
彌
「
源
氏
物
語
の
構
成
―
描
か
れ
た
る
部
分
が
描
か
れ
ざ
る
部
分

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
―
」（『
源
氏
物
語
研
究　

源
氏
物
語
評
釈

別
巻
一
』
角
川
書
店
・
一
九
六
六
年
三
月
、
初
出
は
『
文
学
』
一
九
五
二
年

六
月
号
）

（
24
）	

宇
根
俊
範
「
氏
爵
と
氏
長
者
」（
坂
本
賞
三
編
『
王
朝
国
家
国
政
史
の
研

究
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
七
年
三
月
）

（
25
）	

引
用
は
、
史
料
纂
集
『
吏
部
王
記
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
・
一
九
七
四
年

七
月
）
な
お
、
今
野
鈴
代
「
も
う
一
人
の
源
氏
―
允
明
の
場
合
―
」（『
国

語
国
文
』
九
〇
四
号
・
二
〇
〇
九
年
十
二
月
）
も
、
同
記
事
に
つ
い
て
触
れ

て
い
る
。

（
26
）	

「
思
ふ
さ
ま
に
か
し
づ
き
た
ま
ふ
べ
き
人
」
に
関
し
て
は
、
つ
と
に
森
一
郎

「
二
条
東
院
造
営
―「
思
ふ
さ
ま
に
か
し
づ
き
た
ま
ふ
べ
き
人
も
出
で
も
の
し

た
ま
は
ば
」（
澪
標
巻
）
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
源
氏
物
語
の
方
法
』
桜
楓
社
・

一
九
六
九
年
六
月
、
初
出
は
『
甲
南
国
文
』
一
九
六
八
年
一
月
）
が
、
養
女

と
し
て
玉
鬘
が
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
ま
た
、
高
橋
亨
「
可

能
態
の
物
語
の
構
造
―
六
条
院
世
界
の
反
世
界
―
」（『
源
氏
物
語
の
対
位

法
』
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
二
年
五
月
、
初
出
は
『
日
本
文
学
』
一
九

七
三
年
十
月
）
は
、
紫
の
上
が
子
供
を
出
産
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る

と
し
て
、
夕
霧
と
の
密
通
の
可
能
性
を
読
む
。
今
井
上
「
光
源
氏
論
―
澪
標
巻

「
思
ふ
様
に
か
し
づ
き
給
ふ
べ
き
人
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
源
氏
物
語　

表

現
の
理
路
』
笠
間
書
院
・
二
〇
〇
八
年
六
月
、
初
出
は
『
人
物
で
読
む
源
氏

物
語　

光
源
氏
Ⅰ
』
勉
誠
出
版
・
二
〇
〇
五
年
六
月
）
も
再
考
を
促
し
た
よ

う
に
、
明
石
の
姫
君
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
る
の
が
適
切
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
27
）	
秋
山
虔
「
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
」（
秋
山
虔
・
木
村
正
中
・
清
水
好
子
編

『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界　

第
一
集　

桐
壺
巻
～
夕
顔
巻
』
有
斐
閣
・
一
九
八

〇
年
九
月
）

（
き
の
し
た　

し
ん
す
け
／
福
岡
大
学
附
属
大
濠
中
学
校
・
高
等
学
校
教
諭
）


